
大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金交付要綱 

平成２７年３月２７日 

告示第６０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、再生可能エネルギーの普及を促進し、もって地

球温暖化の防止に資するため、予算の範囲内において木質燃料活用

機器（ペレットストーブ、薪ストーブ、ペレットボイラー、薪ボイ

ラー等）の設置費用の一部を補助することについて、大田市補助金

等交付規則（平成１７年大田市規則第４５号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

の定めるところによる。 

（１） ペレットストーブ 木質ペレットのみを燃料として使用す

る設計及び仕様である暖房機をいう。 

（２） 薪ストーブ 薪等を燃料として使用する設計及び仕様であ

る暖房機をいう。 

（３） ペレットボイラー 木質ペレットのみを燃料として使用

し、容器内の水を加熱して所要の蒸気又は温水を作る装置をい

う。 

（４） 薪ボイラー 薪等を燃料として使用し、容器内の水を加熱

して所要の蒸気又は温水を作る装置をいう。 

（補助対象者） 

第３条 大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金（以下「補助

金」という。）の交付を受けることができる者は、次のすべての要

件を満たすものとする。ただし、この要綱による補助金の交付を受



けた者は、同一年度内において再度の補助金申請を行うことはでき

ない。 

（１） 大田市内に自らが居住（申請者が単身赴任のために一時的

に市外に居住し、配偶者又は生計を一にする子若しくは父母が申

請者の住宅に居住する場合も含む。）する家屋又は自らが居住す

るために新築し、若しくは購入する家屋（店舗兼併用住宅を含

む。）に設置する者であること。又は市内に事務所等を有する法

人（国又は地方公共団体を除く。）、若しくは個人事業者が市内

の事業所等に設置する者であること。 

（２） 木質燃料活用機器を市内に事務所等を有する法人又は個人

事業者との契約及び施工により設置する者であること。 

（３） 市税等を滞納していない者。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、木質燃料活用機器（木質燃料のみを使用す

る機器に限る。）の設置に要する次の各号に掲げる費用を合計して

得た額とする。 

（１） 木質燃料活用機器を構成する次に掲げる機器の購入費  

ア 本体（５万円以上で未使用品に限る。） 

イ 煙突装置 

ウ 配管及び附帯設備 

（２） 木質燃料活用機器の設置に係る工事費 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の３分の１の額（千円未満の端

数は切捨て）の２倍の額とする。ただし、１８万円を限度とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」とい



う。）は、第２条各号の施設の設置工事の着工前に大田市木質燃料

活用機器導入促進事業費補助金交付申請書（様式第１号）を市長に

提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった

ときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認める

ときは、大田市木質燃料活用機器導入促進事業費補助金交付決定通

知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（決定内容の変更） 

第８条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた団体（以下

「補助事業者」という。）は、事業内容を変更し、又は事業を中止

する場合には、変更・中止承認申請書（様式第３号）により、市長

の承認を得なければならない。ただし、内容の変更が軽微なものに

ついては、この限りでない。 

２ 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を補助事業者に通

知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、大田市木質燃料

活用機器導入促進事業費補助金実績報告書（様式第４号）を、当該

補助事業の完了した日から起算して１月を経過した日又は当該年度

の３月２０日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならな

い。 

（補助金額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による補助金実績報告書の提出を受け

たときは、当該報告書等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、交

付すべき補助金額を確定したときは、大田市木質燃料活用機器導入



促進事業費補助金確定通知書（様式第５号）により補助事業者に通

知するものとする。 

（交付の時期） 

第１１条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後におい

て交付するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとする

ときは、補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出しなければ

ならない。 

（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付

決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対しては、その決定を

取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。 

（協力の要請） 

第１３条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じ、次

に掲げる事項について協力の要請を行うことができる。 

（１） 補助対象設備の使用状況の調査 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後も

なおその効力を有する。 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第１０条関係） 

様式第６号（第１１条関係） 

 


